
    

柏 市 都 市 計 画 道 路 の 見 直 し 方 針 検 討 業 務 委 託  

仕 様 書  

  

第 １ 条  適 用 範 囲  

 本 仕 様 書 は ， 「 柏 市 都 市 計 画 道 路 の 見 直 し 方 針 検 討 業 務 委 託 」 (以 下

「 本 業 務 」 と い う 。 )を 行 う に あ た り 適 用 す る 。  

 

第 ２ 条  業 務 の 目 的  

 本 業 務 は ， 社 会 情 勢 の 変 化 や 本 市 に お け る ま ち づ く り の 将 来 像 ， 交 通 事

情 等 を 踏 ま え ， 各 路 線 に つ い て 検 証 を 行 い 実 情 に 合 っ た 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク

の 形 成 に 向 け て ， 都 市 計 画 道 路 の 見 直 し 方 針 の 検 討 ， 検 証 を 行 う こ と を 目

的 と す る 。  

 

第 ３ 条  作 業 範 囲  

 本 業 務 の 作 業 範 囲 は ， 柏 市 全 域 と す る 。  

 

第 ４ 条  業 務 期 間  

 契 約 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ３ 日 （ 金 ） ま で と す る 。  

 

第 ５ 条  疑 義  

 受 注 者 は ， 本 仕 様 書 の 内 容 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 に は ， 速 や か に 発 注 者 と

協 議 を 行 い ， そ の 決 定 内 容 に 従 う も の と す る 。  

 

第 ６ 条  業 務 遂 行 上 の 原 則  

 受 注 者 は ， 本 業 務 の 着 手 に あ た り ， 発 注 者 と 事 前 に 協 議 を 行 い ， 発 注 者

の 意 図 及 び 目 的 を 十 分 に 理 解 し ， 適 切 な 人 員 を 配 置 ， 最 大 限 の 技 術 を 発 揮

す る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  受 注 者 は ， 本 業 務 の 遂 行 に あ た っ て は ， 都 市 計 画 法 ・ 道 路 法 等 の 関 係

法 令 を 準 拠 す る と と も に ， 発 注 者 の 関 係 各 課 等 と の 調 整 も 踏 ま え ， 関 連 諸

計 画 と の 整 合 性 を 十 分 に 確 保 す る も の と す る 。 そ の 調 整 の 結 果 ， 資 料 等 の

修 正 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は ， 速 や か に 対 応 す る も の と す る 。  

３  受 注 者 は ， 本 業 務 を 行 う に あ た り ， 業 務 上 得 た ノ ウ ハ ウ 及 び 知 見 に 基

づ き ， 本 市 の 実 情 に あ う よ う に 提 案 す る も の と す る 。  

 

第 ７ 条  再 委 託  

 契 約 書 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 「 主 た る 部 分 」 と は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る



    

も の を い い 、 受 注 者 は 、 こ れ を 再 委 託 す る こ と は で き な い 。  

 (1) 設 計 業 務 等 に お け る 総 合 的 企 画 、 業 務 遂 行 管 理 、 手 法 の 決 定 及 び 技

術 的 判 断 等  

 (2) 解 析 業 務 に お け る 手 法 の 決 定 及 び 技 術 的 判 断  

２  契 約 書 第 ７ 条 第 ３ 項 た だ し 書 き に 規 定 す る 「 軽 微 な 部 分 」 は 、 コ ピ ー 、

ワ ー プ ロ 、 印 刷 、 製 本 、 速 記 録 の 作 成 、 翻 訳 、 ト レ ー ス 、 模 型 製 作 、 計 算

処 理 （ 単 純 な 電 算 処 理 に 限 る ） 、 デ ー タ 入 力 、 ア ン ケ ー ト 票 の 配 布 、 資 料

の 収 集 ・ 単 純 な 集 計 、 電 子 納 品 の 作 成 作 業 と す る 。  

３  受 注 者 は 、 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 業 務 以 外 の 再 委 託 に あ た っ て

は 、 発 注 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ８ 条  配 置 技 術 者  

 受 注 者 は ， 次 の い ず れ か の 資 格 を 有 す る も の を 管 理 技 術 者 ま た は 担 当 技

術 者 と し て 配 置 し な け れ ば な ら な い 。         

 (1) 技 術 士 （ 建 設 部 門 ： 都 市 及 び 地 方 計 画 又 は 総 合 技 術 管 理 部 門 ： 都 市

及 び 地 方 計 画 ）  

 (2) Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ （ 都 市 計 画 及 び 地 方 計 画 部 門 ）  

 

第 ９ 条  完 成 検 査  

 受 注 者 は 各 年 度 の 業 務 完 了 後 ， 成 果 品 並 び に 関 係 資 料 等 を 発 注 者 に 提 出

し ， 完 成 検 査 を 受 け ， 検 査 合 格 を も っ て 当 該 年 度 の 業 務 完 了 と す る 。  

 

第 １ ０ 条  成 果 品 の 帰 属  

 本 業 務 に お い て 作 成 し た 成 果 品 は 全 て 発 注 者 に 帰 属 し ， 受 注 者 は 発 注 者

の 許 可 な く 複 製 及 び 他 へ 貸 与 し て は な ら な い 。  

  

第 １ １ 条  成 果 品 の 瑕 疵   

 本 業 務 完 了 後 と い え ど も ， 受 注 者 の 過 失 ， 又 は 疎 漏 に 起 因 す る 不 良 箇 所

が 発 見 さ れ た 場 合 は ， 発 注 者 の 指 示 に よ り 受 注 者 の 負 担 に お い て 修 正 ， 補

足 す る も の と す る 。  

 

第 １ ２ 条  契 約 方 法  

 本 業 務 の 契 約 方 法 は ， 総 価 契 約 と す る 。  

 

第 １ ３ 条  支 払 回 数  

 本 業 務 の 支 払 回 数 は 各 年 度 １ 回 と す る 。  



    

 

第 １ ４ 条  業 務 内 容  

 各 年 度 に お け る 業 務 内 容 は 以 下 の と お り と す る 。  

【 令 和 ６ 年 度 】  

１  計 画 準 備  

   本 業 務 で 必 要 と な る 資 料 ， 他 市 の 事 例 等 を 収 集 し 整 理 を 行 う 。 な お ，

必 要 な 資 料 は 受 注 者 に お い て 収 集 す る も の と し ， 発 注 者 の 担 当 部 署 が

所 有 す る も の は 必 要 に 応 じ て 貸 与 す る も の と す る 。  

 

２  本 市 の 課 題 の 整 理  

   本 市 に お け る 課 題 を 整 理 し ， 都 市 計 画 道 路 の 見 直 し に 向 け た 考 え 方

を 整 理 す る 。  

 (1) 道 路 整 備 状 況 の 確 認 と 課 題 整 理  

    都 市 計 画 道 路 を 含 む 市 内 の 主 要 な 道 路 及 び 隣 接 市 の 道 路 の 整 備 状

況 を 確 認 し ， 課 題 を 整 理 す る 。  

 (2) ま ち づ く り の 現 状 と 課 題 整 理  

    総 合 計 画 や 柏 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 等 の 各 種 計 画 に お け る 市

の 将 来 像 等 を 踏 ま え て ， 本 市 に お け る ま ち づ く り の 現 状 と 課 題 を 整

理 す る 。     

 

３  検 討 路 線 の 選 定  

   市 内 の 全 て の 都 市 計 画 道 路 を 対 象 と し て ， 都 市 計 画 決 定 の 状 況 ， 区

間 ご と の 整 備 状 況 ， 隣 接 市 の 都 市 計 画 決 定 及 び 整 備 の 状 況 等 を 確 認 し ，

検 討 路 線 （ 区 間 ） の 選 定 作 業 を 行 う 。  

  【 千 葉 県 都 市 計 画 道 路 見 直 し ガ イ ド ラ イ ン に お け る 第 一 段 階 】  

   

４  評 価 項 目 の 検 討  

   「 千 葉 県 都 市 計 画 道 路 の 見 直 し ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基 づ き ， 本 市 の 交

通 事 情 や ま ち づ く り の 将 来 像 を 踏 ま え た 評 価 項 目 を 検 討 す る 。   

  

５  見 直 し 候 補 路 線 の 選 定 と 課 題 検 討  

   検 討 し た 評 価 項 目 に 基 づ き ， 見 直 し 候 補 路 線 の 選 定 を 行 う 。 見 直 し

候 補 路 線 に つ い て ， 廃 止 ・ 変 更 等 を し た 場 合 の 課 題 を 検 討 す る 。  

  【 千 葉 県 都 市 計 画 道 路 見 直 し ガ イ ド ラ イ ン に お け る 第 二 段 階 】  

 

【 令 和 ７ 年 度 】  



    

６  将 来 交 通 量 推 計 に よ る 検 証 及 び 最 終 評 価  

   見 直 し 候 補 路 線 に つ い て ， 過 年 度 に 実 施 し た 「 交 通 量 推 計 業 務 委 託 」

の デ ー タ を 用 い て ， 廃 止 ・ 変 更 等 を し た 場 合 の 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 検

証 を 行 う 。 ま た ， こ れ ま で 実 施 し た 評 価 結 果 を 基 に 最 終 評 価 を 行 う 。  

  【 千 葉 県 都 市 計 画 道 路 見 直 し ガ イ ド ラ イ ン に お け る 第 三 段 階 】  

  

７  市 民 説 明 会 の 資 料 作 成 及 び 運 営 支 援  

   市 民 向 け 説 明 会 に お け る 資 料 の 作 成 及 び 議 事 録 の 作 成 等 の 運 営 支 援

を 行 う 。  

   説 明 会 は ３ 回 程 度 を 予 定 し て い る 。  

  

８  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 支 援  

   パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 資 料 等 作 成 ， 意 見 の と り ま と め 及 び 整 理 を 行

う 。  

   パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト は １ 回 を 予 定 し て い る 。   

 

９  見 直 し 方 針 の 作 成  

   庁 内 検 討 会 議 や パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト ， 都 市 計 画 審 議 会 等 の 意 見 を 踏

ま え ， 「 柏 市 都 市 計 画 道 路 の 見 直 し 方 針 」 を 作 成 す る 。 ま た ， 概 要 版

も 作 成 す る 。  

  

10 報 告 書 の 作 成  

   本 業 務 で 実 施 し た 内 容 を 報 告 書 と し て と り ま と め て ， 以 下 の 部 数 を

提 出 す る 。  

   な お ， 年 度 ご と の 成 果 を 確 認 す る た め ， 令 和 ６ 年 度 業 務 完 了 時 点 の

報 告 書 を 事 前 提 出 す る こ と 。  

  ・ 報 告 書 （ Ａ ４ 版 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ 部  

  ・ 電 子 デ ー タ （ Ｃ Ｄ － Ｒ ） ・ ・ ・ １ 枚  

 

【 令 和 ６ 年 度 ・ 令 和 ７ 年 度 共 通 】  

11 打 合 せ 協 議  

   打 合 せ 協 議 は ， 対 面 の 他 ， オ ン ラ イ ン 形 式 で の 実 施 も 可 能 と す る 。

受 注 者 は ， 打 合 せ 協 議 後 速 や か に 打 合 せ 記 録 簿 を 作 成 し 提 出 す る こ と 。  

   令 和 ６ 年 度 ３ 回 程 度 （ 予 定 ）  

   令 和 ７ 年 度 ３ 回 程 度 （ 予 定 ）  

   



    

12 都 市 計 画 審 議 会 の 資 料 作 成  

   柏 市 都 市 計 画 審 議 会 に お い て 報 告 す る 資 料 の 作 成 を 行 う 。  

   令 和 ６ 年 度 １ 回 程 度 （ 予 定 ）  

   令 和 ７ 年 度 ２ 回 程 度 （ 予 定 ）  

  

13 庁 内 検 討 会 議 の 資 料 作 成 及 び 運 営 支 援  

   庁 内 の 関 係 部 署 で 組 織 す る 検 討 会 議 に お け る 各 資 料 及 び 議 事 録 の 作

成 等 の 運 営 支 援 を 行 う 。  

   令 和 ６ 年 度 ２ 回 程 度 （ 予 定 ）  

   令 和 ７ 年 度 ２ 回 程 度 （ 予 定 ）     

 

第 １ ５ 条  担 当 部 署  

 本 業 務 に お け る 発 注 者 の 担 当 部 署 は 次 の と お り と す る 。  

 ・ 担 当 部 署 ： 柏 市  都 市 部  都 市 計 画 課   

 ・ 連 絡 先 ： ０ ４ － ７ １ ６ ７ － １ １ ４ ４ (直 通 ) 

 


